
規制速度

５０㎞／ｈ

５０㎞／ｈ

吉田・八千代・甲田地区

向原地区

　★　重点以外の場所や時間帯でも、取締りを実施することがあります。

重点路線 重点時間帯 区    域

１０：００～１２：００
１６：００～１８：００

国道５４号

広島三次線

令和７年１月

安芸高田警察署

速　度　取　締　り　指　針

安芸高田警察署の速度取締り重点

★ 主な幹線道路別に過去３年の
交通事故発生状況を比較すると、
国道５４号で多発しています。

★ 規制速度以上での人傷事故発
生率は、国道５４号で若干高い
傾向にあります。

★ 過去３年の人傷事故発生状況を
発生時間別に比較すると

１０時～１２時（１４件）
１２時～１４時（１２件）
１６時～１８時（１６件）
１８時～２０時（１０件）

の時間帯に事故が多く発生してい
ます。

★ 危険認知速度別に見ると
１０時～１２時
１６時～１８時

の時間帯に規制速度以上での事故が
多く発生しています。

～令和６年の交通事故発生状況（令和６年11月末現在）～
● 当署管内では、本年４月に吉田町多治比で単独の重大事故が発生しました。
● 交通事故の半数以上が国道５４号及び主要地方道で発生しています。
● 人傷事故の事故形態は、その多くが追突事故です。

● 飲酒運転などの悪質交通違反や通学路における取締りを強化します。

安芸高田警察署管内における交通事故実態

その他の交通指導取締り要点

● 重点路線での速度取締りのほか、交差点関連違反（信号無視など）の取締りを強化します。
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主な路線別・危険認知速度別

人傷事故発生状況（過去３年）

70㎞/h超

51～70㎞/h

50㎞/h以下
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時間帯別・危険認知速度別

人傷事故発生状況（過去３年）

70㎞/h超

51～70㎞/h

50㎞/h以下

全体の件数

９０件

※ 危険認知速度とは、「運転者が事故当
時、危険を感じた時点での速度」のこと
をいいます。


